
・ 障害者週間の目的を表わすにあたって「障害者の福祉」や「積極的に参

加する意欲を高める」といった表現をさけ、社会の在り方の問題を踏まえ

て、よリー層の社会参加を図るといったことが理解できるような表現とす

ること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

10)施策の基本方針

(推進会議の認識)

1 施策の基本方針を考える前提として、「第一次意見」の基本的考え方とし

|て示された。

l ①障害者が「権利の主体」としての社会の一員であること

②「差別」のない社会づくり

③「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

④「地域生活」を可能とする支援

⑤「共生社会」の実現

を確認する必要があるとともに、改正が予定されている新たな「目的」や

「基本的理念」等との整合性を確保することが重要である。とくに「社会モ

デル」的観点から新たな指針が示されるべきであり、障害のある女性などに

対する複合的差別による格差や障害種別による制度的な格差に着目し、障害

者の生活実態を踏まえること、さらに「地域生活」を可能とする支援に向け

た施策であることが、方針の基本的な要素として組み込まれるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者に関する施策は、障害者の自立及び、社会参加を困難にする社会

的な要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活

の実態に応 じて、関係機関の効果的な連携のもとで、総合的に策定され、

実施されること。
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・ 障害者に関する施策は、障害の種類や程度特性や状態に必要な配慮をし

ながらもをベースともながらもす障害者の選択した生活形態や環境におい

て必要な支援が受けられるよう「社会モデル」的視点から何が必要な表援

であるかの判断がなされるべきである。

・ したがって、ところ=障害の種別・程度の違いにより、支援が受けられ

ないなどの制度的な格差が生ずることのないよう実施される必要があると

ともに、障害者の選択と自己決定 (支援された自己決定を含む)が十分に

尊重され、障害者が地域において、制度の谷間を生むことがなく切れ目の

ない支援を受けながら自立した地域生活を営む権利が保障されるものでな

ければならないこと。蓬毛→1瞑宅毛よう晒思j壱

・ 障害者に関する施策は、その施策の策定と実施のプロセスに可能な限り

障害者その他の関係者が参画して意見を述べ、当該意見が尊重されるこ

と。

障害者に関する施策は、障害者の生活実態に関する調査を一般国民と比
|

較可能な形で行い、これを踏まえて策定され、実施されること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

11)その他

(推進会議の認識)

【障害者基本計画等】

国及び地方公共団体は、障害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

ることにより障害者基本法の目的を達成するため、障害者及び関係者の参画

を得て、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定するべきである。

|【法制上の措置等】
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国は、障害者基本法の目的を達成するために、

法制上、及び財政上の措置を講ずるべきである。

【年次報告】

政府は、障害者の置かれた状況、及び障害者のために講 じた施策の概況に
|

関する報告書を、毎年、国会に提出するべきである。

な要必む含を制法止林
一不

別差

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

3.基本的施策関係

1)地域生活支援

(推進会議の認識)

基本理念で述べたとおり、基本法において地域社会で生活する権利を確認し、そ

の実現に向けた財政上の措置も含めた施策の具体化のための措置を取るべき旨を

規定することが求められるが、権利の実現に向けた地域生活支援について、以下の

諸点が基本事項として議論された。

【支援の対象】

支援を必要とする障害者に制度の谷間を作らないようにすべきである。具体的に

は、障害者手帳の有無にかかわらず、対象として明確でなかった発達障害、高次脳
|

機能障害、難病やてんかん等により支援の必要な状態にある人、乳幼児の段階でい
|

まだ障害が確定しえないが支援の必要な状態にある子どもなども支援の対象から |

除外されたり、申請の段階で締め出されたりすることがないようにすべきである。|

【家族支援】

障害者がその生活を施設や病院から地域へ移行しようとしても、地域で生活する
|

上での社会資源が不足していることや精神障害者の保護者制度などの制度の存在 |

によって、家族に依存せざるをえず、その家族の大きな負担が地域移行を困難なら
|

じめている。このような現状を改めるには、家族や家庭に対する支援が必要である
|

。                                                                                                                                 |
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【支給決定の仕組み】

必要とする支援の内容と程度の判断は、ADL(日 常生活動作)等を中心とした

医学モデルに基づく障害程度区分に法定のサービスを運動させるというシステム

によって、ではなくす本来必要な障害の種類や程度に応じた支援が制限または限定

されることなく、をベースをもながらも下障害者の選択した生活形態や環境におい

て「社会モデル」的視点から何が必要な支援であるかの判断がなされるべきであり

、本人の意思を前提とした協議と調整のプロセスが用意されるべきである。

【支援の内容とあり方】

障害者に対する支援は、自立に向けた支援である以上、一般就労や教育の場面な

ど、社会一般で通常行われている社会生活全般にわたって支援が提供されるべきで

あり、サービスメニューもそれに即したものであることが求められるとともに、社

会参加や日常生活の場面が切り替わつても切れ目のない形で提供されることが求

められる。

たとえば、高齢障害者が 65歳で自立支援法から介護保険へ移行する際に、従来

受けていた支援の レベルの低下を招かないような制度の改善が必要である。また、

就労が困難な障害者に対しては、創作・趣味活動、自立訓練、生産活動、居場所の

提供などを提供する場が整備される必要がある。

|【地域移行】

| いかなる障害者も通常の生活形態が保障されるべきであり、家庭から分離され、

1見 も知らぬ他人との共同生活を強いられ、地域社会における社会的体験の機会を奪

われるいわれはない。障害者に対する支援は、本来、通常の生活形態を前提として

組み立てられるべきである。

しかしながら、地域社会で生活する選択肢が用意されないまま、今も多くの障害 |

者が施設や病院で長年にわたって生活している。               |
したがって、施設や病院から地域への移行が進められなければならないが、地域

|

移行に当たつては、介助や見守り、医療サービスなど、施設や病院の中で行われて
|

|い る諸機能を通常の生活形態、若 しくは、よりそれに近い少人数のグループホーム |
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24時間介助を含む地域移行のための選択肢を用意 しなければならない。    |
また、地域移行に当たっては、国は一定の年次目標を掲げて取 り組むべきであり |

、その年次目標の実現のため、受け入れ先となる住居 (グループホーム、ケアホー
|

ム、公営住宅、民間住宅の借り上げ等)の計画的整備が必要である。

【利用者負担】

支援を受ける際の費用に関して、応益負担の原則は廃止し、仮に負担が求められ

る場合であっても本人の所得を基礎とした応能負担を原則とするべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の生活を支える支援は、障害者手帳の有無にかかわらず、支援を必要と

するあらゆる障害者に提供されること。

・ 支援の支給決定に当たっては、本人の選択しようとする生活に困難をもたらす

障壁を除去するために必要な支援を本人との協議調整を経る仕組みとすること。

・ 支援は、従来の福祉施策の分野にとどまらず、学校、職場、その他社会参加の
|

分野においても適切な形で、しかも、切れ目のない形で提供されること。

・ 地域移行に向けて、通常の生活形態である自宅や賃貸住宅グルージネ‐去や夕 |

子率一ムにおける生活支援や 24時間介助、過渡的にはグループホームやケアホ |

―ムなどの地域社会における生活を可能とする支援体制が確保されること。  |

。 障害者の地域における生活を実現するために家族支援を行うこと

・ 障害者の地域移行を計画的に進めることとし、そのための住居の整備を計画的

に推進する。

・ 利用者負担に関して、仮に負担が求められる場合でも本人の所得を基礎とした

応能負担を原則とすること。
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(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○  (P)

2)労働及び雇用

(推進会議の認識)

【労働施策と福祉施策の一体的展開による労働の権利の保障】

一般就労において、障害者の就業率や賃金などの労働条件は、障害のない

者と比べかな り劣悪である。一方、福祉的就労においては労働の実態がある

にもかかわ らず、多くの障害者が一般労働法規の対象外とされ、通常の労働

条件を確保する展望もない状況に置かれている。

こうした現状を改善するためには、現在は分立している労働施策と福祉施

策を一体的に展開できる仕組みを創設 し、必要な支援によって労働能力が十

分に発揮され、働 くことを希望する障害者が可能な限 り働く場から排除され

ることなく一般労働法規の対象となるようにすべきである。これにより、労

働者としての権利が保障され、公正かつ良好な労働条件、安全かつ健康的な

作業条件、人権侵害を含む苦情に対する救済制度の下で、障害者が安心して

働くことができるようにする必要がある。

併せて、生計を維持するための賃金補填などによって所得が保障されるよ

う、適切な措置が講じられるべきである。

【合理的配慮等の提供による雇用及び労働の質の向上】

障害の種類、程度にかかわ らず、働くことを希望するすべての障害者が差

別されることなく障害のない者と平等に就職、職の維持や昇進、昇給、復職

などができるよう、職場において事業所から適切な合理的配慮が行われる必

要がある。

また、労働能力を向上させるために必要な支援 (職業生活を維持、向上す

るための人的、物的及び経済的支援や生活支援、通勤英援通勤を含む移動支

援、コミュ       援を含む。)が行われることが必要であり、これに

より、                      障害者の雇用及び労働

における処遇や技能の向上を図るべきである。
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【雇用義務の対象拡大と職業的困難さに基づく障害程度の認定】

現在は、障害者雇用義務の対象は身体障害者と知的障害者に限定されてい

るが、その対象を、精神障害者を含むあらゆる種類の障害者に拡大するべき

である。また、障害者雇用にかかる障害程度の認定は、機能障害ではなく壁

業的困難さに基づいて行うべきである。

【一般の職業紹介サービス等の利用】

障害者が障害のない者と平等に労働及び雇用に参加できるようニーズに応

じた適切な職業紹介サービス等の提供を確保するには、限られた特定の機関

で提供される障害者を対象とした特別な職業紹介サービス等だけではなく、

身近にある上般市民を対象とした通常の職業紹介サービス等が障害者にとつ

てインクルーシブでアクセシブルでなければならない。また、生涯にわたり

圭ャリア形成の機会が確保されなければならない。

【多様な就業の場の創出及び必要な仕事の確保】

障害者が自由に選択し、又は納得できる労働につけるよう、企業や公共機

関での雇用に加え、自営・起業、社会的事業所や協同組合での就業、並びに

在宅就労等を含む、多様な就業の場が創出されると共に、そこで就業する障

害者が生計を立てうる適切な仕事を安定確保するための仕組みが整備されな

ければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

|・ 労働施策と福祉施策を一体的に展開することにより、可能なかぎり障害

1 者が障害のない者と平等に一般労働法規の適用が受けられるようにすると

| ともに、生計の維持可能な賃金の確保などのために必要な支援を受けられ

| るようにすること。

|・ 働く場での合理的配慮及び必要な支援として、障害に応じた職場環境と

1 労働条件の整備、ジョブコーチ等の人的支援の配置、コミュニケーション
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れるようにすることにより、障害者            が障害のな

い者と平等に雇用され、働くことができるようにすることを超ること。

・ 障害者の休職、昇進及び復職に関し必要な措置を講ずることら

・ 障害者雇用義務の対象を知的障害、身体障害から、他のあらゆる障害に

拡大することと共に、職業上の困難さに着目した障害認定を行うために必

要な措置を講じること。

・ 障害者が障害のない者と平等に、職業紹介等のサービスを利用できるよ

うにすること。

・ 障害者に対し、障害のない者と平等に多様な就業の場が整備され、また

生計を立てうる適切な仕事が安定的に確保されること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

3)教育

(推進会議の認識)

日本における障害者に対する公教育は特別支援教育によって行われてお

り、法制度として就学先決定にあたっては、基準に該当する障害のある子ど

もは特別支援学校に就学する原則分離別学の仕組みになつている。障害者権

利条約は、障害のある子どもとない子どもが共に教育を受けるインクルーシ

ブ教育制度の構築を求めており、こうした観点から、現状を改善するために

以下を実施することが必要である。

【インクルーシブな教育制度の構築】

人間の多様性を尊重しつつ、精神的 。身体的な能力を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害者が差別を受

けることなく、障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育 (イ ンクルーシブ
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教育)を実現することは、互いの多様性を認め合い、尊重立る上基を形成堕

障害者のみならず、障害のない人にとっても生きる力を育むことにつながる。

また、義務教育だけでなく、就学前の教育、高校や大学における教育、重

労に向けた職業教育や能力開発のための技術教育、生涯教育等についても、

教育の機会均等が保障されなければならない。

【地域における就学と合理的配慮の確保】

障害のある子どもは、障害のない子どもと同様に地域の小・中学校に就学

し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む場合に

加え、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケー

ションの環境を必要とする場合には、特別支援学校に就学し、又は特別支援

学級に在籍することができる制度へと改めるべきである。

したがって、「障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにする」と

いう現行の規定は、障害の種類と程度によって就学先が決定されることを許

容し、インクルーシブな教育制度と矛盾する恐れがあるため改められるべき

である。

障害のある子どもが小 。中学校等 (と りわけ通常の学級)に就学した場合

に、合理的配慮が提供されなければならない。当該学校の設置者は、追加的

な教職員配置や施設・設備の整備等の条件整備を行うために計画的に必要な

措置を講ずるべきである。

【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】

手話・点字・補聴援助・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の

子どもの特性に応じた教育を実現するため、ろう者を含む手話に通じた教員

や視覚障害者を含む点字に通じた教員、手話通訳者、要約筆記者等の確保や、

教員の専門性向上に必要な措置を講ずるべきである。

さらに、教育現場において、一人ひとりのニーズに基づき、あらゆる障害

の特性に応じたコミュニケーション手段を確保するため、教育方法の工夫・

改善等必要な措置を講ずるべきである。
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【交流及び共同学習】

交流及び共同学習には、様々な形態がある。例えば、特別支援学校と小・

中学校等の間で行う学校間交流、特別支援学級と通常学級との学校内での交

流、居住地の学校で行う居住地校交流、地域の人々との地域交流等があり、

それぞれ、直接一緒に活動する直接交流と、手紙やビデオテープの交換等を

介して行う間接交流がある。

しかし、学校間交流は年に数回であることが多く、直接交流が可能となっ

ても移動の際に親が付き添いを求められるなど、多くの課題がある。交流及

び共同学習は分けられた教育環境が前提となるため、原則分離の教育のまま

では障害者権利条約で規定しているインクルーシブ教育は実現しない。地域

社会の一員となる教育の在り方という観点から見直されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

障害のある子どもは、他の子どもと等しく教育を受ける権利を有し、そ

の権利を実現するためにインクルーシブな教育制度を構築すること。

「障害の状態に応 じ、十分な教育が受けられるようにする」という現行

の規定は、障害の種類と程度によって就学先が決定されることを許容し、

インクルーシブな教育制度 と矛盾する恐れがあるため表現を改めること。

障害のある子どもとない子どもが、同じ場で共に学ぶことができること

を原則とするとともに、本人・保護者が望む場合に加えて、最も適切な言

語やコミュニケーションを習得するために特別支援学校・学級を選択でき

るようにすること。

日 本人・保護者の意に反して、地域社会での学びの機会を奪われることの

ないようにすること。

・ 学校設置者は、当該障害者に必要な合理的配慮を提供することはもとよ

| り、追加的な教職員の配置や施設―設備の整備等の条件整備を行うために
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・ インクルーシブな教育の原則を踏まえ、子ども同士のつながりを障害の

ない子どもと同程度にするように交流及び共同学習の実施方法を見直すこ

と。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

4)健康、医療

(推進会議の認識)

障害者権利条約の考え方を踏まえ、すべての障害者が可能な限 り最高水準 |

の健康を享受 し、その尊厳に応、さわ しい生活を営むことができるよう、障害

に基づく差別な しに必要な医療が自らの選択によって受けられるようにすべ

きであり、医療提供に当たっては、人権の尊重が徹底されなければならない。

こうした医療の提供は、地域生活を支援する必要なサービスの提供と相互

に連携 してなされなければな らない。

.同時 1二 、先端医療分野で障害原因の軽減や根本治癒が再生医療として可育ヒ

となりつつある現状を踏まえ、この分野においても希少疾患として障害者が

取り残されることがないように、必要な措置が実施されるべきである。

【地域生活を可能とする医療の提供】

障害者が安心して地域社会で生活を営むことができるためには、まずは、

障害に基づく医療拒否等の差別が禁止されなければならない。

また、医療及び医療的ケアの必要性が高い重症心身障害者等が地域社会で

の日常生活を営むためには、医療及び医療的ケア (たん吸引、経管栄養等)

が日常生活、社会生活の場において円滑に提供されなければならず、そのた

めの体制確保が必須である。

さらには、日常生活における医療的ケアが、介助者等にも暑学生括術義と

して再放される行えるようにするなど、地域生活のために必要な行為として

制度的に保障されるべきである。
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|の推進】                             :
1 難病、その他希少疾患等の疾患 (以下、「難病等」という。)については、 |

本人、家族や周囲の者はもとより、医療関係者においても適切かつ十分な理

解がなされておらず、これらの疾患難病等に対して早期になすべき対応に遅

れが出たり、適切な医療が提供されなかったり、地域社会で生活するうえで

必要となる生活支援のためのサービスがない場合もある。

そこで、これらの疾患難病等により支援の必要な状態にある人に対して、

医療面での対応として、身近なところで専門性のある医療サービスを受ける

ことができる環境整備を進めるとともに、地域社会で生活するうえでの困難

に対して、その生活を支援するためのサービスが提供されなければならない。

さらに、障害の原因となるこれらの疾患難病等の予防や治療に関する調査

及び研究を推進することが必要である。

【人権尊重の観点からの精神医療の体制整備】

精神医療のニーズを十分に精査し、必要最低限かつ適正な数の病床数への

削減を行い、急性期・重症患者等への医療の充実を図るとともに、入院を要

しない精神障害者への地域での医療提供体制を確保する。その際には、人権

への理解を含め高い資質を備えた者による医療サービス提供体制が確保され

なければならない。

入院及び隔離拘束の際の保護者に替わる公的機関の責任が明記されなけれ

ばならない。

さらに、苦情処理、権利擁護などを行う第二者機関による新たな監視シス

テムが必要である。

今後、これまでの施設収容に偏つた施策を転換し、人権擁護に基づいた地

域に根差した精神医療体制を構築すべきである。

また、精神障害者及び家族に対して、病状及び治療方針などの韮墾至土全

に提供されなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
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意思に基づく同意喜もζン 選択によって障害に基づく差別なしに必要な医
|

療が受けられること。

・ 医療及び医療的ケアの必要性が高い垂度重症心身障害者等が地域社会で
|

自立 した生活を営むことができるよう、日常生活、社会生活の場において
|

訪問医療等の必要な医療や生活支援サービスが提供されること。     |

・ 日常生活における医療的ケアが、介助者等によっても行える体制の整備 |

がなされること。難病その他の疾患等により支援の必要な状態にある人に

は、身近なところで専門性のある医療が提供されるとともに、地域社会で

自立した生活を営むために必要なサービスが提供されること。

障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発の推進

が図れるよう必要な措置をとること6

・ 難病等の疾患 についての調査研究の推進がなされること。

人権尊重の観点を踏まえた適切な精神医療の体制整備が図られること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

5)障害原因の予防

(推進会議の認識)

「障害の予防」という表現には、「障害はあってはならず、治療しなければ

ならないもの」という否定的な障害観が反映されている反面、障害の悪化を

防ぐことや、健康維持と適切な保健サービスの提供という観点から、疾病等

の早期発見、早期治療を含む予防の必要性を読みとることも可能である。

このようにこれまでの早期発見、早期治療による「障害の予防」にかかわ

る施策の背景として、①優生思想に基づく障害を否定する考え方、②健康維

持と予防医学の観点から障害の原因となる傷病の発生予防や早期発見及び早
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期治療を推進する考え方、③障害の原因となる難病等の予防及び治療に関す

る調査及び研究を推進する考えがあり、「障害の予防」という言葉をめぐって

関係者の間で見解の相違が生じていたものと思われる。

早期発見及び早期治療が優生思想や否定的な障害観に基づいて行われるこ

となく、誰もが適切な保健・医療サービスを安心して受けられるようにして

いかなければならない。

【「障害の予防」に対する基本的考え方】

そこで、障害の原因となる傷病や疾病に対する予防対策は、障害者施策と

してではなく、一般公衆衛生施策の中で行われていることから、「障害は不幸

である」といった差別や偏見を与えかねない「障害の予防」という表現は避

|けるべきである。

1 必要な情報提供の下で快適な生活を送るための健康の増進に不可欠な条件

1整備の一環として、疾病等の発生原因解明のための基礎研究、治療法の開発・

1改善に係る臨床研究に対して積極的な対策を講ずるべきである。

|

l p障害の原ロトの予防と早期発晃す早期支援】

| どのような障害があっても地域社会の中で育ち、学び、生活し、働くとい

|っ た地域生活を実現していくためにも、障害の原因となる疾病等が早期発見

|さ れることによって、それ以前の生活が脅かされることなく、他の者と同じ

1地域社会で生活を送りながら、早期の段階から医療を含めた必要な支援を得

|る ことができる体制づくりが重要である。

|

1 以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

|・  「障害の予防」という表現は使用 しないこと。

|・ 障害の原因となる疾病に対する予防対策は、一般公衆衛生施策の中で位

1 置付けられて行われること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)
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6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保

(推進会議の認識)

障害者施策のなかでも、従来の精神障害者施策においては、保護と収容に |

重きが置かれてきたことを背景として、いわゆる「社会的入院」患者が推定 |

で 7万人いると言われる状況が存続している。              |
また、精神障害者の非自発的入院に関する現行制度は、措置入院、医療保

|

護入院等の入院形態や「保護者制度」も含め、自由を剥奪することなく本人
|

の自己決定権を尊重すべきであることや家族の負担の軽減等の観点から大き |

な問題を含んでいる。                         |
精神障害者施策をめぐるこうした諸課題の解決には、退院促進や地域生活

|

支援のサービスが有機的に連携して提供され、社会的入院を解消して地域社
|

会で生活できるよう事ることが基本となるようす現状からの具体的かつ速や
|

2生移行の仕組みが道筋が構築暴されなければならない。        |
同時に、自らの選択により医療を受けることが基本であることを再確認 し、|

制度上の問題を多く含んでいる現行の精神保健福祉法及び医療観察法につい
|

ては、その廃止を含めを抜本的に改正して見直 し、非自発的な医療が提供さ

れる場合には適正な手続が確保されるようにする必要がある。

【            会的入院をの解消してい(ための施策】

鮮

武靭 攀
=靱

ヽ

」́一‐1ヨ扁する          |
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1                                                                          鉾

― 精神障害者が長期 FF3 1二 畳た り痘院の開鐘杢れた空間での生活を強いられ

る制度設計がなされてきたことを踏まえ、国の責務として、精神障害者が地

域社会での 自立 した生活へと移行することを支援 し、地域社会へのインクル

ージョンを実現 していくことが喫緊の課題となっていることに鑑み、以下の

施策を展開していくことが必要である。

精神障害者及び家族への地域生活支援に関する十分な情報の提供。

・ .精神医療は、地域に根差した医療体制を基本とすること。地域支援を含

む不安や困難に対する常時利用可能な相談支援を 24時間 365日 提供可能

な体制の整備。

この仕組みを構築するにあたっては、地域社会で生活を営むことを基本と

してサービスが提供されなければならない。

【非 自発的医療に係る人権尊重の観点からの適正手続の確保等】

精神障害者に係る非自発的な入院や医療上の処遇については、人権の尊重

を徹底する観点から、適正な手続を確保することが不可欠である。特に、以

下の点が重要である。

・ 非 自発的な入院、隔離拘束等が行われる場合に、障害者権利条約を踏ま

え、人権尊重の観点から、自らの判断と選択による医療の利用が基本であ

ることに鑑み、非自発的な (本人の意に反した又は本人の意思を確認する

ことができない状態における)入院の際の他の者との平等に基づく具体的

な適正手続の在り方を明確化するとともに、第二者機関による監視等を含

め、現行制度を大幅に見直し新たな仕組みをが検討構築すされること。

・ 医療保護入院に係る同意を含む現行の「保護者制度」を抜本的に見直す

ことが必要である。

共院の際すすなわち、現行の医療保護入院制度を廃止し、等の牲組み長代

わ与=公的機関がその役割を適切に果たすよう含めた新たな仕組みをが構

菫検討されすること。
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・                  中 肖事 &曼発

櫨整疾患を有立る童望、急性期・重

症患者等入院ニーズを精査した上での必要精神病床数を算出し、それを超

えて現存する精神病床については、国の責務で削減を行い、それに代わる

地域での医療体制を構築すること。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

●

―

確

すべての精神障害者は、原則として病院への隔離・収容を

受けることなく、地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活

を営む権利があること。

・ 喜う 釧 咽 睦 選 鼎 謝 る 帯 灘 動 の 利 税 漣 本 で

…

力導鶴 腱 糸 る

自らの判断と選択による精神医療の利用が基本であ

るととも 1こ 、例外的L非 自発的な医療が行われる場合には、厳密で適IEな

手続きが確保されることハ

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

7)障害児実援のある子ども
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(推進会議の認識)

|【障害児のある子どもの他の量ども児墓との平等の確保】

1 障害のある子ども■に対しては、三般の児童施策において取り組まれるべ

|きであり、障害のない子どもと等しく、すべての権利が保障されるべきであ

|る 。生命、生存、及び成長の権利が保障されると共に、医療、福祉、教育に

|つ いて、同年齢の子どもと同じ権利が保障されるべきである。子ども期にお

|いては、特に、遊びや余1限について、同年齢の子どもと同等に楽しむことが

|できるよう、障害に基づいて不利益な取扱いが生じないようにしなければな

|ら ない。

【障害のある子ども児にとつての最善の利益】

障害のある子ども児にかかわる判断や決定においては、最善の利益が考慮

されなければならない。その際に、障害のある子ども児の父母、又は親権者

が第一義的責任と権限をもち、障害のない子どもと同じように尊厳と成長が

保障されるよう、障害児の基本的人権が保障されなければならない。

【障害果のある子どもの意見表明をする権利】

障害児のある子どもは、障害及び年齢に適した支援を活用しつつ、自己に

かかわる事柄について自由に意見を表明する権利をもち、その表明された意

見が障害のない子どもの意見と同等に、すべての関係者において、考慮され

なければならない。障害児の意見表明における意見には、明示された意見の

ほか、子どもの意思や感情の動きを含めるべきであり、国及び地方公共団体

は、意見表明権を保障するため、それらを的確に読み取ることができる体制

や環境を整備しなければならい。

【障害児のある子ども及び家族への支援】

乳幼児期の障害児のある子どもについては、早期に適切な支援を得られな

ければ後に障害をもつ可能性が高い子どもを含め、機能障害の存在が確定で

きない段階から継続的で、「養護している他の者の資力を考慮して可能な限り

無償上の支援が子どもとその家族に対して講じられるべきである。

家族への支援では、障害のある子ども児が家族の一員として尊重されるよ

うに提供されるべきであるが、家族による養育が困難な場合であつても、親
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族や家族に代わるような代替的な監護を提供する環境が保障されるべきであ |

り、障害に基づいて家族や地域社会から隔離されないように配慮されなけれ

ばならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害児のある子どもは、障害のない子どもと等しく、すべての権利が保

障されること。

・障害のある子どもに対しては、一般の児童施策において取り組まれ、個人

に必要な合理的配慮 と必要な支援を講ずること。

。 障害児のある子どもは、意見を表明するための支援を受けつつ、自己に

かかわる事項について意見を表明する権利があり、表明された意見はすべ

ての関係者によって考慮されること。

・ 障害児のある子どもにかかわる判断や決定について、第■一次的

責任と権限を有する保護者及び親権者は、障害児が表明した意見を

最大限尊重して、その判断をなすべきであること。

・ 障害に基づいて家族や地域社会から隔離されたり、不利益な取り扱い受

けずに、一人の子どもとして尊重されるよう、障害児のある子ども及びそ

の家族に対する支援を講ずること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)
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8)相談等

(推進会議の認識)

1 障害者にとつて、乳幼時やその後の人生の節目において、また医療、就労

等を含む生活の様々な分野に関し相談できる体制があることが重要である。

しかし、どこに、どのような相談機関があるのかを探すことからはじめなけ

ればならず、ようやく相談が始まっても高圧的な対応をされたり、必要なコ

ミュニケーション手段支援がないばかりに必要な情報を得られずに放置され

てしまう等の経験をもつ障害者は多い。

【身近な地域での相談等】

そこで、まず、地域の身近な場所で、いつでも対応できる相談の体制づく

りが求められる。相談機関相互の連携だけでなく、専門的知見を有する障害

者団体による支援、様々な相談を受け止め、相談分野を限定しないいわゆる

ワン・ス トップ・ステーションを含め障害者の権利を擁護し

―

、本

人中心の支援を行い、相談内容を解決できる相談体制が必要である。

【相談におけるコミュニケーションの確保】

相談において、手話、点字、筆談、要約筆記、指点字等をはじめ、知的障

害・発達障害においても、一人ひとりに対応したコミュニケーション手段を

活用するなど、舎む多様なコミュニケーション手段を障害者の求めに応じて

確保すべきである。

【障害当事者による相談活動】

障害当事者が、障害者自身の尊厳を回復し、自己の権利を理解し、自己決

定できるよう、障害当事者が相談活動を担ういわゆるピア・カウンセリング

を相談等に積極的に活用し、促進する必要がある。また、地域での自立生活

体験等の機会を提供し、地域生活のイメージを具体化する等のエンパワーメ

ント支援ができるようにする必要がある。

【相談者の研修】

相談を効果的に実施するためには、相談業務にかかわる者の資質が大きく
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問われる。

そこで、まず、障害を正しく理解でき、適切に相談業務が担えるよう、研

修を充実するべきである。

また、障害者が尊厳を回復し、権利を主張できるよう、相談を担う者の知

識や技能を高めることが求められる。

さらに、障害者に対する差別に関する知識、障害のある女性、子ども、重

度障害者が複合的な差別を受ける立場にあることについての理解等、人権に

つもヽて研修が実施されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者が利用 しやすい身近な場で、いつでも相談を利用できる体制を整

備 し、相談の場面では、障害者の求めに応 じ必要なコミュニケーション手

段を提供すること。

・ 障害者 自身が相談業務を担う機会を増やすことために必要な措置を講じ

ること。

。 相談業務を担う者に対し、障害についての知識、障害者に対する差別に

関する知識、障害のある女性、子ども、重度障害者が複合的な差別を受け

る立場にあることについての理解等、人権について研修を行うこと。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

9)住宅

(推進会議の認識 )

1 日本ではいまだに多くの障害者が施設や精神科病院での暮らしを余儀なくされ |

|ている。また地域社会で暮らす障害者にとつても、住居の確保にさまざまな困難を
|

1抱えている。                               |
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そこで、国又は地方公共団体は、特定の生活様式を強いられることなく、何処で |

、誰と住むかについての選択ができる障害者の地域社会で暮らす権利を促進するた |

め、下記の諸点を含む計画的な住宅の確保のための措置を取るべきである。

【公営住宅利用における課題】

障害者にとって利用しやすい公営住宅の提供は、不十分である上に、半分になき

障害に配慮したアクセシブルな住宅の提供は、限られてい

る。市街地から離れた場所に建設される公営住宅は、公共交通機関等を利用しにく

い場合、社会参加が制限される。公営住宅法施行令には重度障害者の単身入居につ

いて一定の条件を附したいわゆる「相対的欠格条項」があり、単身入居が制限され

ている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅が地域生活を可能にし、地域移行を促進するための基盤の一つとして

の役割を果た し得るものであることから、バ リアフリーの観点から障害に配慮 し

た公営住宅の数を増やすだけでなく、ユニバーサルデザインの観点から、すべて

の建物が障害者や高齢者が利用できる公営住宅の整備を計画的に取 り組む。特に

、障害者の単身者用の公営住宅の整備を促進する。

・ 公営住宅の申し込みに当たり、常時介助が必要な障害者であっても入居資格に

条件を付されることなく、単身で入居申込みができる制度にする。

【国土交通省】

【民間賃貸住宅利用における課題】

障害者が民間賃貸住宅を利用する際に、申込者又は同居予定者が障害者であるこ

と、バリア (障壁)を除去するための改造が必要であること、退出時の原状回復が

困難であること等を理由に、入居拒否される等の トラブルが生じている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 障害者の利用しやすい民間住宅の建築を促進するため、バリアフリー化が進ん

だ良質な住宅建設に対し、補助金や金利優遇措置等を講ずるとともに、バリアフ

リー改修工事に係る費用助成等の施策も促進する。
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。 公的な家賃債務保証制度は、基本約定締結の対象戸数に比べ保証引受件数が少

ないことから、利用者に対する制度の周知を図るとともに、利用しやすい仕組み

づくりの在り方を検討し、より利用しやすい債務保証制度となるように必要な措

置を講ずる。

・ 住宅セーフティネット法に基づき居住支援協議会 (地方公共団体や関係事業者

、居住支援団体等で構成)を組織することができるが、有効に活用されていない

実態を踏まえ、必要な支援を講ずる。

・ 民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するとともに、賃貸契約の申込み拒絶等、

民間賃貸住宅の利用に当たり生じる問題において、差別問題が発生しないよう当

面対応可能な必要な措置を取りつつ、その解決の仕組みの在り方について、差別

禁止部会での議論を踏まえ、引き続き推進会議においても検討を進める。

【国土交通省】

【グループホーム、ケアホームに関する課題】

グループホーム、ケアホームは、施設からの地域移行や保護者に依存した生活か

ら自立するための多様な住まいの一つの形態としての役割を担っている。

しかしながら、グループホーム等の建設に当たり、周辺住民からの反対がおき、

中断されることがある。障害者が入居する時に限って、地方自治体によっては法律

上の根拠がないにもかかわらず事業の実施主体に地域住民から建設の了解を取る

ように求める場合もあり、これについては障害者に対してだけ特別な条件を課すも

のではないかとの指摘もある。グループ木―ム等を建設するに際して、建築基準法

や消防法の規制に対応できず、建築を断念せぎるを得ない場合もある。

さらには、利用者に対して、居宅支援サービスの利用ができるようにすべきとの

要望がある。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅をグループホーム等として利用が進むよう必要な措置を講ずる。

【国土交通省】

|・ グループホーム等における支援の在り方について、居宅支援サービス等も含め
|
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